
   

４  月   校  区  公  民  館  行  事  予  定  表  

２（土）･･･《新》絵画教室        (坂ノ市地区公民館 10：00～) 

１６（土）･･･ウォーキング教室「てくてくの会」（木田東部公民館 9：30～） 

２７（水）…【共催】子育てサロン「すきっぷ」（市西公民館 受付 9：30～） 

坂ノ市校区公民館だより  

坂ノ市校区公民館  
(坂ノ市市民センター そば) 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ５９２－５１６１ 

開館日 月･水･金曜日 

＊会議や教室で外出する事があります 
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№210-① 裏面もご覧ください 

令和 4年４月 1日発行 
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昨年度から引き続き実施する『てくてくの会』。

外出が難しい今だから、運動不足解消に地域の人

との交流に、ゆっくりてくてく歩きませんか？当

日の飛び込み参加でも大丈夫。雨の日は中止です。 

 
 

＊校区公民館絵手紙教室生 古閑 旭 さんの作品です↑＊ 
 

退職のごあいさつ 

陽春の候、皆様には益々ご健勝のこととおよろこび申し上げます。 

さて、この度坂ノ市校区公民館長を辞することにしました。自治委員の皆様をはじめ地域の

方々に支えられて１３年間の長きに渡り勤務することができました。これも皆様方のご協力とご

支援のお陰だと深く感謝しております。これからは地域住民のひとりとして地域の活動に微力を

尽くしていきたいと思います。 

最後になりましたが、校区公民館と地域の皆様の益々のご発展とご多幸を心よりお祈り申し上

げ、退職のごあいさつといたします。ありがとうございました。 

令和４年４月１日 仲築間 叡一  

新任のごあいさつ 

校区公民館長就任にあたり一言ごあいさつを申し上げます。 

国の内外では新型コロナウイルスの流行、ロシアによるウクライナ侵攻といずれも大変憂慮す

べき事態が続いています。このような時だから、今だから、お互いがお互いを思いやり、お互い

の絆を大切にしてその結びつきを継続していく事が必要不可欠な事であると私は思います。 

『校区住民の皆様と校区公民館がより良い強い絆で結ばれ明るく住みよい校区』にする。その

為に誠心誠意、真摯に業務に取り組んでいきたいと思います。どうかよろしくお願い致します。 

坂ノ市校区公民館長  菅元 忠利  



 

 

 

 

№210-② 裏面もご覧ください 

絵 手 紙 教 室 
 

令和４年度  校区公民館教室生  募集案内 

曜  日 ･･･毎月第２・４土曜日 (全２０回予定 )  

時  間 ･･･１０：００～１２：００  

場  所 ･･･坂ノ市市民センター大会議室  

会  費 ･･･年会費  ２，０００円  

定  員 ･･･５名程度  （今年度の追加教室生） 

開級日･･･５月１４日 (土 )申込締切日：４月２７日（水）  

＊道具類など、詳しくは初回に説明します。  

 

絵 画 教 室 新 

曜  日 ･･･毎月第１土曜日 (全 11 回予定 )  

時  間 ･･･１０：００～１２：００  

場  所 ･･･坂ノ市地区公民館  

会  費 ･･･年会費無料  

定  員 ･･･５名程度   

開級日･･･４月２日 (土 ) 随時申込受付  

＊道具類など、詳しくは初回に説明します。  

今年度から新た

に開設した講座で

す。絵画好きな仲

間と交流しながら、

お好きな画材で自

由なモチーフを自分

らしく描いてみませ

んか？ 
 

 

※※※※ 注 意 ※※※※ 
上記教室並びに行事予定表は発行時点での計画です。新型コロナウイルスの感染状況によっては変

更になる場合があります。ご了承ください。 

感染防止のため、マスク着用、手指消毒、換気など会場責任者の指示に従ってください。 

                      昨年５月号で紹介した、倉掛の大平さんからいただいた多肉植物の寄せ植

え。校区公民館の入り口で通りかかる人の目を楽しませてくれています。先日

「植えてみたいので分けて欲しい」と来館者がありました。 

                      先月号に掲載した尾田の首藤さん宅のオープンガーデンには、「公民館だより

を見た人が何人も訪ねてきてくれて嬉しかった」とのこと。 

                      この欄を始めた時に思い描いたことが少しずつ形になってきたと感じています。

緑と花がいっぱいのまちづくり、植物を通した交流が広がることを願っています。 

 

 

～癒しの里～ 

門口一鉢で 

みんなにエール ⑬   

《共催事業》子育てサロン『すきっぷ』も受付中！ 

先月号でお知らせしたとおり、随時募集しています。お

住まいの自治会の民生児童委員または校区公民館にお

申込みください。見学だけでも受け付けますが、必ず事前

連絡をしてください。 

 
 

 


